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別紙３ 

 

史跡中里貝塚デジタルコンテンツ等の構築および運用支援業務委託 

企画提案書作成要領 

 

以下の内容に沿って、それぞれ企画提案書を作成してください。 

 

１ 全体概要（様式６－１・3 枚以内） 

   デジタルコンテンツを通じ、歴史的価値の高い中里貝塚を広くどのように周知

し、興味を持っていただけるようにするか、事業者の立場から提案すること。な

お、対象者は区民に限定しないが、区内小中学生に対するアプローチを含めて提

案すること。 

 

２ デジタルコンテンツ（史跡体感プログラム）の制作（様式６－２・①の 3 項目そ

れぞれ 1 枚とその他②～⑤を２枚以内に収めること） 

   デジタルコンテンツ（VR／AR 等）の制作にあたり、事業者として、以下の

点について、どのように考えているか提案すること。 

 

① 以下の３項目について、どのように没入感や臨場感をもって表現し、伝える

かを、現地でなければ体感できない工夫を含めて、制作する VR/AR 等のイ

メージ図（カット・イラスト）などを使い、示すこと。 

・当時の周辺の環境を伝える 

・縄文人の暮らしを伝える 

・地下に眠る貝塚を伝える 

 

② 小中学校の団体利用（班別行動）で、学習用端末（タブレット）を利用して

閲覧することを踏まえた操作性について、どのように工夫をおこなうか示す

こと。 

③ 高齢者などがスマートフォンなどを利用して閲覧することを踏まえた操作性

について、どのように工夫をおこなうか示すこと。 

④ ①②も含め、操作をわかりやすく伝えるための工夫。 

⑤ サーバートラブルなど、おこりうるリスクをあげ、その防止対応策について

示すこと。 

 

３ デジタルコンテンツ（動画）の制作（様式６－３・①の２項目それぞれ 1 枚とそ

の他②～⑤を２枚以内に収めること） 

   デジタルコンテンツ（動画）の制作にあたり、事業者として、以下の点につい

て、どのように考えているか提案すること。 
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① 中里貝塚の特徴をわかりやすく、親しみやすく、そして現地へ行きたくなるよ

うな工夫を、制作する動画のイメージ図（カット・イラスト）などを使い、示

すこと。 

 ・映像番組 

 ・マンガ「北区中里貝塚 STORY」の静止画動画 

 

② 小中学生が、学習用端末（タブレット）を利用して閲覧することを踏まえた操

作性について、どのように工夫をおこなうか示すこと。 

③ 高齢者などがスマートフォンなどを利用して閲覧することを踏まえた操作性

について、どのように工夫をおこなうかを示すこと。 

④ ①②も含め、操作をわかりやすく伝えるための工夫。 

⑤ サーバートラブルなど、おこりうるリスクをあげ、その防止対応策について示

すこと。 

 

４ デジタルコンテンツ（ポイントラリー）の制作（様式６－４・3 枚以内） 

   デジタルポイントラリーについて、以下の点について、どのように考えている

か提案をすること。 

 

① 中里貝塚・博物館はそれぞれ現場が離れており、貝塚を訪れた者が、博物館

を訪れる・訪れたくなる。また、博物館に来た人が中里貝塚を訪れる・訪れ

たくなる工夫。 

② 何度でも利用したくなる工夫。 

③ 高齢者などがスマートフォンなどを利用して閲覧することを踏まえた操作性

について、どのように工夫をおこなうか示すこと。 

④ ①②も含め、操作をわかりやすく伝えるための工夫。 

⑤ サーバートラブルなど、おこりうるリスクをあげ、その防止対応策について

示すこと。 

 

５ 公開サイトの制作（様式６－５・3 枚以内） 

   公開サイトについて、以下の点について、どのように考えているか提案を行う

こと。 

 

① 見やすさや操作のしやすさの工夫。 

② 幅広い人が利用するための工夫。 

③ 更新の簡易さの工夫。 

 

６ 作成の留意点 

（１）企画提案書は「様式６」により作成し、表紙を付けてください。 
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（２）各様式は、A4 用紙縦左綴じ、横書き、文字ポイント１１ポイント以上、表紙 

を除きページ番号を付してください。 

 

（３）審査の公正性、透明性を保つことから「様式６」の内容や余白に会社名を表示

しないでください。 

  

（４）「様式６」の副本は、正本及び添付資料から、会社名、ロゴマーク等の応募者

が特定できる表現を削除したものとしてください。会社名が特定できる情報で

あると判断した場合は事務局で当該部分を抹消します。 

 

（５）各提案書に掲げるそれぞれの課題については、簡潔かつ明瞭に記述してくださ

い。 

 

（５）様式の項目以外の追記事項や PR 内容は、関連する欄に記述してください。 

 

（７）様式以外に参考資料を添付することができます。なお、参考資料は審査の対象

にはなりません。また、枚数の制限もありません。 

 

（８）第二次審査（プレゼンテーション）は「様式６」に沿って行なっていただきま

す。※プレゼンテーション実施要領による。 

 

（９）企画提案書はまとめて、表紙を付けて正本１部、副本１０部をクリップ留めで

提出してください。 

 

 

 


